
押印について 

 押印ミスは書類不備の一因となりますので、３点ご確認をお願いします。 

①押印は、代表者印（支店⾧印）又は社印（支店印）と代表者の認印（ｼｬﾁﾊﾀは不可） 

でお願いします。 ※下記に２パターンの押印例がありますのでご覧ください。  

②社印（支店印）のみや代表者の認印のみは、受け付けできませんのでご注意ください。  

なお、申請書（様式第 1 号）～請求書に押印する印鑑は、全て同じ印を押印 してくだ

さい。 

③メール・FAX での提出を希望される場合も、「メールアドレス・FAX 番号登録書」に押

印のうえ郵送をお願いします。その後の提出書類は印鑑省略が可能です。 
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